
 
 

宿日直手当最低額試算表 

 

 

   宿日直勤務従事 

     月により定められた賃金 

           （月給、月額の手当等） 

 ⑤ 

 日により定めら 

 ⑥ 

１日当りの賃金 

予定者の氏名 
 ① 

 合計月額 

 

 ② 

 12 ヶ月分 

(① ×12) 

 ③ 

１年間の所

定労働日数 

 ④ 

 １日当り金額 

 （②÷③） 

 れた賃金の合計 

（日給、日額の 

 手当等） 

 額(④＋⑤） 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  総  計 
      ⑦ 

 ⑧１日当りの賃金額の総計(⑦）   宿日直勤務従事予定者数         宿日直手当最低額 

                             ÷                       ×１/３＝                   

 
  備 考 

１ 宿日直手当についてグループ別に差を設けて許可を受けようとする場合は、この試算表はグループ別に作成 

 すること。 

２ この計算における賃金には、次に掲げる賃金は除外すること。なお、名称にかかわらず実態で判断すること。 

     (１) 宿日直手当 

     (２) 時間外、休日、深夜労働に対する割増賃金 

     (３) 家族手当 

     (４) 通勤手当 

         (５)  住宅手当 

     (６) 別居手当 

     (７) 子女教育手当 

     (８) 臨時に支払われる賃金 

     (９) １カ月を超える期間ごとに支払われる賃金 

３ 記入欄が足りない場合には、この用紙を複写して使用すること。 


